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酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新た
に罰則が整備されました。

･違反者、自転車の提供者は、 ･酒類の提供者・同乗者は、
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

これまで自転車の「酒酔い運転」に関する罰則は整備されていましたが、「酒気帯び運
転」等も罰則が整備されました。

改正

飲酒運転周辺三罪として
〇車両提供の禁止～飲酒運転をするおそれのある人に車両を提供することを禁止

〇飲酒運転車両へ同乗の禁止～運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を搬送、依
頼、同乗することを禁止

〇酒類提供の禁止～飲酒運転するおそれのある人に酒類を提供することを禁止

【ドライバーの方へ】飲酒運転禁止

【酒気帯び運転】

●違反点数：25点

免許取消し（欠格期間２年）

●違反点数：13点

免許停止(停止期間90日)

罰則：３年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

（呼気中アルコール濃度

１リットル中0.25ｍｇ以上）

（呼気中アルコール濃度
１リットル中0.15ｍｇ
以上0.25ｍｇ未満）

【酒酔い運転】
違反点数：３５点
免許取消し（欠格期間３年）

罰則：５年以下の拘禁刑また
は100万円以下の罰金

【自転車の方へ】飲酒運転禁止

罰則なし

令和６年11月１日に道路交通法が改正がされました。
自転車の飲酒運転の罰則が強化されています。


